
H18 H19 H20 H21 H22 H23

1 十条跨線橋 中十条2-10 東十条2-16 S2

2 東十条北口跨線人道橋 中十条3-28 東十条4-1
S6

S47

3 童橋 田端1-20 田端2-12 S8 C

4 田端ふれあい橋 田端1-21 東田端1-16
S10

（H4.5）
B

5 中里橋 中里3-1 中里1-33 S29.8 

6 新河岸橋 浮間4-24 東坂下2-7 S35.9 A

7 新堀橋 堀船3-1 堀船3-5 S39.3 D

8 滝野川橋 滝野川4-8 滝野川3-78 S36.8

9 新田橋 豊島7-33 新田3-2 S36.4

10 豊石橋 豊島2-12 堀船3-4 S39.3 B

11 新柳橋 豊島2-11 堀船2-28 S39.3 C

12 富士見橋 田端6-9 田端5-16 S42.2 C

13 稲荷前跨線人道橋 岸町1-17 王子2-3 S42.3 C

14 御坊坂跨線人道橋 西ヶ原2-7 栄町34
S43
S58

D

15 観音橋 滝野川4-15 滝野川5-54 S49.1 B C

16 鎗溝橋 王子1-4 堀船1-2 S53.1

17 紅葉橋 滝野川2-60 滝野川4-1 S53.8 B

18 岩淵橋 岩渕町23 荒川右岸提 S55.3

19 車坂跨線橋 上中里2-23 上中里1-27 S58 D

20 車坂跨線人道橋 上中里2-23 上中里1-32 S59.6 

21 地蔵坂跨線人道橋 中十条2-10 東十条2-16 S60.3

22 中の橋 荒川右岸提 赤羽北1-21 S62.3 A

23 森の下橋 岸町1-1 王子1-2 S63.3 B

24 十条台橋 十条台1-1 十条台2-1 S63.3 A

25 新河岸大橋 浮間5-3 東坂下1-2 S63.3 C

26 東台橋 田端1-21 田端5-1 H4.3 B

27 上中里さわやか橋 上中里3-1 上中里2-35 H10.8 A

28 新豊橋 豊島6-15 新田3-34 H19

番号 橋梁名 所在地 架設年次
健全度調査年次



凡例（東京都の「橋梁の点検要領」に基づいて健全度の判定を行っていま
す。）

Ａ：判定区分は「健全」であり、安全性や使用性に問題のない場合である。

Ｂ：判定区分は「ほぼ健全」であり、損傷や変状はあるもののその程度は小さく、使用性や
安全性に問題はなく、第三者に影響を及ぼすおそれのない状況である。

Ｃ：判定区分は「やや注意」であり、損傷や変状はあるもののすぐに使用性や安全性に問題
が起らない場合であり、第三者への影響がほとんどないと考えられるものである。措置とし
ては、進行性の損傷がある場合は、「動態観測」を必要とする。また、点検表にその旨を明
記すること。

Ｄ：判定区分は「注意」であり、損傷や変状が明確であるが、橋の使用性や安全性にいずれ
問題が起ることが予測される場合であり、すぐに第三者に影響を及ぼすとは考えられないも
のである。措置としては、原因を推定する必要がある場合や対策工法を決定する場合は「詳
細調査」を実施し、対策工法がすでに決定している場合は、補修・補強を行うものとする。

Ｅ：判定区分は「危険」であり、損傷や変状が認められ、直ちに橋の安全性に重大な影響を
及ぼすか第三者に影響を及ぼすと考えられるものである。措置としては、交通規制や緊急な
対策等が必要となる場合が多いので、管理者が必らず内容について確認の上必要な処置をす
ること。


